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第
一
条　

本
規
程
は
、
上
田
女
子
短
期
大
学
総
合
文
化
研
究
所
規
程
第
四
条

の
定
め
る
所
報
発
行
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
条　

上
田
女
子
短
期
大
学
総
合
文
化
研
究
所
所
報
は
、
上
田
女
子
短
期

大
学
総
合
文
化
研
究
所
（
以
下
「
総
合
文
化
研
究
所
」
と
い
う
）

に
お
け
る
研
究
活
動
の
成
果
を
発
表
す
る
た
め
、
毎
年
一
回
以
上

発
行
す
る
。

第
三
条　

原
稿
投
稿
者
は
、
本
学
専
任
教
員
、
客
員
研
究
員
と
す
る
。
但
し
、

下
記
の
場
合
は
総
合
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
投
稿

で
き
る
。

　
　
　
　
（
一
）
本
学
専
任
教
員
と
の
共
同
研
究
者

　
　
　
　
（
二
）
非
常
勤
講
師
（
個
人
の
研
究
に
よ
る
も
の
）

　
　
　
　
（
三
）
そ
の
他
、
総
合
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
に
お
い
て
必
要

と
認
め
ら
れ
た
場
合

　
　
　
　
（
四
）
投
稿
原
稿
は
、
論
文
、
報
告
、
研
究
ノ
ー
ト
と
す
る
。
内

容
は
総
合
文
化
も
し
く
は
地
域
文
化
に
関
す
る
も
の
と
し
、

い
ず
れ
の
場
合
も
、
原
稿
は
他
誌
に
未
発
表
で
あ
る
こ
と

と
す
る
。

第
四
条　

投
稿
は
一
人
一
編
と
す
る
。
但
し
、
共
同
執
筆
の
場
合
は
、
個
人

執
筆
を
含
め
て
二
編
ま
で
と
す
る
。

第
五
条　

原
稿
の
採
否
は
、総
合
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
の
決
定
に
よ
る
。

第
六
条　

原
稿
の
分
量
は
、
本
文
・
図
・
注
・
参
考
文
献
等
を
含
め
四
〇
〇

字
詰
原
稿
用
紙
三
〇
枚
前
後
と
す
る
。

第
七
条　

校
正
は
、
原
則
と
し
て
執
筆
者
自
身
が
二
回
行
う
。

第
八
条　

抜
刷
は
三
〇
部
以
内
を
無
料
と
し
、
そ
れ
以
上
は
執
筆
者
負
担
と

す
る
。

第
九
条　

本
誌
に
掲
載
さ
れ
る
す
べ
て
の
論
文
等
の
著
作
権
は
本
研
究
所
に

帰
属
す
る
。

第
十
条　

本
規
程
の
改
廃
は
、
総
合
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て

行
う
。

附　

則　

本
規
程
は
、
平
成
二
六
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。
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大
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総
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